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ふれあいと絆で助け合えるまちづくり
〜小林住みよいまちづくり会〜
　「行政でも個人でもできないことを、まずは我々の手で進め
てきた」と語るのは小林住みよいまちづくり会の高橋さん。老
若男女が自ら進んで交流・参画できる各種集いを通して、小林
地区を安心して住めるまちにしようと取り組んでいる。小林地

区に移り住む人々の多くは、その引っ越し動機を「緑の多い里山環境の住宅地が気に入った」
という。当会では、その自然環境を守りつつ、相互に交流を深めながら、地元の良いところ
を見直す諸事業を推進している。

週3回行われている。いずれも参加者は多く、地
域外の人も歓迎とのこと。その他、市内最大の古
墳「道作古墳群」の整備と管理を15年来地道に継続
し、春と秋には「古墳見学会」も行って、市内外の
皆さんに披露・周知をしている。
　古くからこの地区に住んでいる人たちと、新た
にすみかとした人たちが共存できる環境づくり
を、この会が強く応援していると感じた。 池の周りを彩る地域鯉のぼり60匹

酒・たばこ禁止の健康マージャン

広報レポーター
山田 一夫（木刈）

多数応募された子ども
鯉のぼりの作品群

　人気の行事は、春に60匹の大鯉と3,000匹の子ども鯉がはためく「鯉のぼり大会」、秋には自然の豊かさを
感じながら名所を巡る「ウォーキング大会」、また、高齢者の触れ合いの場として「脳トレ健康マージャン」も

　国土交通省では、堤防が決壊（破堤）した場合の浸水シミュレーションを
公開しています。地点別に見ることができるので、事前にどの場所が決壊
したら、どの程度の浸水被害が想定されているのか確認してみましょう。

防災課危機管理室（☎33-4428）

　令和元年度の消費生活相談数は524件
で、前年度より90件減りました。しかし、
架空請求が大幅に減少したためで、それ
以外の相談は増えています。
　特に、お試しで買ったつもりが定期
購入だったという健康食品や化粧品は、
SNSの広告から申し込むことが非常に多
く、小学生がトラブルに遭うケースもあ
りました。
　また、新型コロナウイルスの影響でインターネット通販の利用が急増して
いますが、特に前払いには要注意です。支払ったのに届かないということに
ならないよう、申し込むときは、事業者の連絡先や解約・返品などについて
十分に確認するようにしましょう。
市消費生活センター（☎42-3306）※月曜〜金曜日・9時30分〜12時、13

時〜16時30分

堤防が決壊した場合の
浸水シミュレーションを
公開しています

令 和 元 年 度 消費生活相談

　「里山」とは、長い時間をか
け人々が自然と寄り添いなが
らつくり上げてきた自然環境
です。里山は自然の食料や木
材などの資源の供給源となる
ほか、良好な景観は人の心を
安らげます。
　そんなかけがえのない里山
で、木の実を探したり、生き物たちを観察しながら自然と触れ合い、一緒
に環境保全の大切さを考えませんか。
11月15日（日）・9時30分〜12時（雨天中止）
武西の里山（中央駅前地域交流館集合・解散）
里山で自然を楽しみます。
◎講師…（特非）谷田武西の原っぱと森の会
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20人
飲み物、筆記用具、虫よけ、マスク持参
10月30日（金）（消印有効）までに住所、参加者全員の氏名・年齢、電話

番号を明記し、電話、FAX、郵送、またはメールで下記へ（応募多数の場合、
抽選）　
環境保全課保全係（☎33-4491・ 42-5339・ kankyouka@city.inzai.
chiba.jp）

晩秋の里山に浸ろう

　中央南2丁目1番地、戸神台2丁目、武西学園台1丁目および3丁目の地
区については小倉台小学校区ですが、平成28年度から、隣接する内野小
学校および原山中学校と連携し、通学区域制度の弾力的な運用を実施して
きました。しかし、千葉ニュータウン中央駅周辺の宅地開発に伴う児童数
の増加により、今後は内野小学校の教室数が不足するおそれがあること
や、小倉台小学校の今後の児童数の見込みなどを考慮し、令和5年度入学
（平成28年4月2日以降生まれ）からは通学区域制度の弾力的な運用を廃止
することとしました。
　詳しくは市ホームページで確認ください。
学務課学校適正配置推進係（☎33-4704）

小倉台小学校区

い ん ざ い 自 然 探 訪
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通学区域制度の
弾力的な運用の廃止

検索地点別浸水シミュレーション

　建築基準法では、建物の安全性を確保し、私たちの生命や健康、財産を
守るため、建物の敷地や構造などに関するさまざまな基準を定めています。
建物を建てる場合は、法令で定める基準や手続きを守り、適正に工事を進
めましょう。
　また、工事が完了したときは、その建物が法令に基づいているか検査を
受けましょう。新築時は適法でも、その後の改修や使い方によっては法令違
反となることもあります。改修するときは、事前に建築士に相談しましょう。
ブロック塀なども点検を！
　この機会に、自宅のブロック塀なども法令に適合しているか建築士に相
談するなど、点検しましょう。
　点検方法などは市ホームページをご覧ください。
建築指導課審査指導係（☎33-4657）

違反建築防止週間です
10月15日（木）〜21日（水）は
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